
京都市告示第   号 

 子ども・子育て支援法（以下「法」という。）第２９条第１項の規定により、令和４年２

月１５日付けで確認した特定地域型保育事業所について、法第５３条第１号の規定により、

次のとおり告示します。 

  令和４年９月２７日 

                            京都市長 門川 大作  

事業者の名称 事業所の名称 事業所の所在地 
特定地域型保育

事業の種類 

山﨑 邦夫 
小規模保育事業 

やまざき乳児園（みつば） 

右京区嵯峨野清水町２１

－６６ 

小規模保育事業

所Ａ型 

                      （子ども若者はぐくみ局幼保総合支援室） 

３７４


